
1週間前 備　考 備考

120,147 人 114,461 接種者（人） 接種率（％） 1週間前(%) 接種者（人） 接種率（％） 1週間前(%) 対象者数（人）

82.0 ％ 78.1 80歳以上 17,056 96.2 95.9 16,800 94.8 94.3 17,726

接種済人数（①＋②） 48,285 人 48,063 70歳代 19,955 97.6 97.2 19,789 96.8 96.2 20,447

①集団接種実施済人数 32,935 人 32,903 60歳代 21,329 87.2 85.8 20,974 85.8 83.1 24,446

②個別接種実施済人数 15,350 人 15,160 50歳代 15,731 82.5 78.9 14,813 77.7 68.6 19,062

94.7 ％ 94.2 40歳代 15,876 77.3 72.5 13,784 67.1 44.3 20,535

接種済人数（③＋④） 47,778 人 47,458 30歳代 10,157 56.9 49.3 6,242 35.0 21.7 17,848

③集団接種実施済人数 32,162 人 32,076 20歳代 6,319 45.9 36.7 4,006 29.1 22.7 13,777

④個別接種実施済人数 15,616 人 15,382 10歳代 4,577 36.2 24.4 1,346 10.6 7.7 12,653

93.7 ％ 93.1 合計 111,000 75.8 71.5 97,754 66.7 59.3 146,494

64 接種済人数（①＋②） 62,715 人 56,657

①集団接種実施済人数 20,684 人 20,078

②個別接種実施済人数 42,031 人 36,579

・ 65.7 ％ 59.3

12 接種済人数（③＋④） 49,976 人 39,398

③集団接種実施済人数 17,427 人 12,557

④個別接種実施済人数 32,549 人 26,841

37.4 ％ 37.4

75.8 ％ 71.5

66.7 ％ 59.3

67.5 ％ 63.7

59.4 ％ 52.8

※ 集団接種は、市内６会場の接種者数
※ 個別接種は、市内医療機関、医療従事者及び住所外接種者（市に住民票があるもの）

都城市新型コロナワクチン接種等状況報告
2021年10月1日

項　目 件　名 数　値 １回目 ２回目

予　約
予約人数 146,494人

（12歳以上
人口）市全体予約率

年代

65

1回目

51,001人
（65歳以上
人口）

接種率

歳
以
上

2回目

接種率

1回目

95,493人
（64歳以下
12歳以上
人口）

歳
以
下

接種率

2回目
歳
以
上

接種率

12歳以上
接種率

①１回目接種 146,494人
（12歳以上
人口）②２回目接種

市全体
接種率

①１回目接種 164,506人
（全人口）②２回目接種

※データ抽出方法（国基準）

分母 令和２年１月１日時点人口

分子 データ抽出時点の年齢



定例記者会見資料（令和 3年 10月 1日） 

    新型コロナワクチン接種率向上の取組み       
 

本市では、希望する人への新型コロナワクチン接種を１１月上旬に完了できるよう

接種を進めています。また、集団免疫の獲得に必要な、接種対象者の８割接種を目指

し、接種率向上に取り組んでいます。 

 

●勧奨はがきの発送 

 新型コロナワクチン接種の未予約者約３万人に対し、接種率の低い若い世代から２

回に分けて勧奨はがきを発送。若年層の接種予約を促します。 

 

●ワクチンお助け隊 

 当日キャンセル等により、余剰となったワクチンを無駄にしないよう、集団接種会

場で待機できる「ワクチンお助け隊」（余剰ワクチン待機者）を広く募集中です。 

余剰ワクチンを有効活用し、接種率向上とワクチン廃棄ゼロを目指しています。 

 

●集団接種の終了 

本市が都城市北諸県郡医師会及び薬剤師会と連携の上、実施を進めている新型コ

ロナワクチンの集団接種は次のとおり終了します。 

集団接種終了後も、各医療機関で実施している個別接種は継続して実施します。 

 

・終了日：令和３年１１月６日（土） 

※１回目接種は令和３年１０月１６日（土） 

 

※３回目接種（ブースター接種）については、国から追加接種する必要があると示さ

れましたので、接種体制の確保に努めているところです。具体的なスケジュール等

が決定しましたら、お知らせします。 

 

 

 

【問い合わせ】 ワクチン接種対策室 電話 36－4383（直通） 



定例記者会見資料（令和３年 10月１日） 

  都城市は「デジタルの日 10/10-10/11」を応援します！   

 

本市では、今年初めて創設された「デジタルの日」の趣旨に賛同し、企業等にご

協力いただき、Mallmallまちなか広場を中心に市民の皆様がデジタル技術に触れる

機会を創るため様々なイベント等を実施します。 

 

●デジタルの日とは 

デジタルについて定期的に振り返り、体験し、見直すための機会として創設され

たデジタルの記念日です。「誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化」を実現す

るために、産学官そして個人が連携し、デジタルに触れ、デジタルを感じる国民全

体のための祝祭を目指しています。 

 

●デジタルの日検討委員会 

 デジタルの日の方向性や政府の取組方針等について議論・決定する場として、「デ

ジタルの日」検討委員会が設置され、池田市長が市町村の代表として構成員に就任

しています。 

 検討委員会では、デジタルの日のロゴの決定に始まり、デジタルの日に係る取組

み、デジタルに初めて触れる国民への対応等を検討しました。 

 なお、次年度のデジタルの日の日程に関してや、デジタル社会推進賞についても

現在継続して、検討を進めています。 

            

 

●本市の取組みについて 

１ デジタル活用支援（10月 10日 10：00～12：00、13：00～15：00：未来 

創造ステーション）※他日程有 

・地域の産学官が連携した協議会によるデジタル活用支援講習会、相談会 

の実施により、誰一人取り残さないデジタル化を推進します。 

 

 

２ オンライン移住セミナー（10月 10日 13：15～14：45：オンライン開催） 

 ・移住・就農希望者に向けて、日本一の農業産出額を誇る本市の「農業法人」 

に就職することによる「就農」の魅力を「Zoomウェビナー」で紹介します。 

 

 



定例記者会見資料（令和３年 10月１日） 

３ 親子プログラミング教室（10月 10日 9：00～12：00：コア学園）※他日程有 

 ・子供のデジタルデビューにつながるよう、親子で受けられるプログラミング 

教室を実施し、デジタルを学ぶ楽しさを体験いただきます。 

 

 

 

４ デジタル技術体験イベント（10月 10日 10：00～16：00：Mall  

mallまちなか広場） 

 ・VRや AR、顔（年齢）認証等を体験することでデジタル技術に触れる 

  機会を創出します。また同会場でスマホのなんでも相談室も実施し 

  ます。 

 

 

５ ソフトバンクホークスＯＢによるオンライントークショー（10月 10 

日 ①11：00～ ②15：00～ ：オンラインにて開催 ※時間は予定） 

 ・ZOOMにより、プロ野球ソフトバンクホークス OBとのオンライントー 

クショーを開催し、デジタル時代のコミュニケーションを実感いただ 

けます。 

 

 

６ キャッシュレス決済の推進（10月 10日、11日 各店の営業時間内） 

 ・市内の HEARTYながやま・ミートショップながやま各店にて、ながやま 

が発行しているポイントカードに付属している Edy機能を利用して、 

決済をすると、ポイントが通常の２倍になります。 

 

 

※その他、10月 10日（日）はマイナちゃんカーによるマイナンバーカードの出張

申請補助や高等学校等との連携、SNS等を通じてデジタルの日を周知します。 

 

※新型コロナウイルス感染症の状況に応じて規模の縮小、または中止する場合があ

ります。 

 

 

 

【問い合わせ】デジタル統括課 DX担当 電話 23-2156 



定例記者会見資料（令和３年 10月１日） 

 都城商業高校とデジタル化に係る連携協定を締結します！  

 

 本市は、「都城デジタル化推進宣言 2.0」に沿いデジタル化を進めています。 

また、都城商業高校においても、令和４年度入学制より学科改編を行い、デジタ

ル技術であるデータサイエンスの基礎や人工知能（ＡＩ）の活用技術等の新たな学

びに取り組むこととなっています。 

このことから、地域デジタル人材の育成や地域社会のデジタル化支援等を目的と

して、連携協定を締結します。 

 

●日時  令和３年 10月１日（金） 15時～ （15分程度） 

●場所  都城市役所４階秘書広報課前会議室 

●出席者 都城商業高校 田代晃一 校長 

     都城市    池田宜永 市長 

●内容  ①地域デジタル人材の育成 

②マイナンバーカード普及促進 

③地域社会のデジタル化支援 

④オープンデータの活用 

⑤その他、甲と乙の協議の結果に基づき実施する事業 

 

 市と高等学校がデジタル化に係る連携協定を結ぶ事例は非常に珍しく、市全体で

デジタル化を推進していく本市ならではの取組みです。 

※全国的に見ても、他の同様の事例を把握していません 

 

●取組具体例 

10 月 10 日のデジタルの日前後に、生徒の祖父母からスマートフォンやインター

ネットなどデジタルツールについての困り感をヒアリングし、テキストデータ化し

ます。その後、データを自然言語処理ＡＩツールで分析・抽出し、対応策の検討を

行います。 

 

 

 

【問い合わせ】デジタル統括課 DX担当 電話 23-2156 
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